
議案第121号 

 

備前市使用料及び手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

 

備前市使用料及び手数料条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

 

令和6年12月4日提出 

 

備前市長 𠮷 村 武 司 

 

 

 

 

 

備前市条例第 号 

 

備前市使用料及び手数料条例の一部を改正する条例 

 

備前市使用料及び手数料条例(平成17年備前市条例第88号)の一部を次のように改正する。 

 

附則第4項中「同表(7)の項、(8)の項及び(27)の項」を「同表(9)の項、(10)の項及び(29)の

項」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行し、令和6年3月1日から適用する。 
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(
多
機
能
端
末
機
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
等
を
使
用
し
て
交
付
の
申
請
を
行
う

場
合
に
係
る
手
数
料
の
特
例
) 

(
多
機
能
端
末
機
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
等
を
使
用
し
て
交
付
の
申
請
を
行
う

場
合
に
係
る
手
数
料
の
特
例
) 

4 
令
和
5年

4月
1日

か
ら
令
和
7年

3月
31
日
ま
で
の
間
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
(行

政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法

律
(
平
成

2
5
年
法
律
第

2
7
号

)
第

2
条
第

7
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
カ
ー
ド
を
い

う
。
)の

交
付
を
受
け
て
い
る
者
が
、
多
機
能
端
末
機
(市

の
電
子
計
算
機
と
電
気
通

信
回
線
で
接
続
さ
れ
た
端
末
機
で
、
自
動
的
に
証
明
書
等
を
発
行
す
る
機
能
を
有

す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
)に

当
該
者
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

(電
子
署
名

等
に
係
る
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
の
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律

(
平

成
14
年
法
律
第
15
3号

。
以
下
「
公
的
個
人
認
証
法
」
と
い
う
。
)第

22
条
第
1項

に

規
定
す
る
個
人
番
号
カ
ー
ド
用
利
用
者
証
明
用
電
子
証
明
書
が
記
録
さ
れ
た
も
の

に
限
る
。
)又

は
移
動
端
末
設
備
(電

気
通
信
事
業
法

(昭
和
59
年
法
律
第
86
号
)第

1

2
条
の
2
第

4項
第

2
号
ロ
に
規
定
す
る
移
動
端
末
設
備
で
あ
っ
て
、
公
的
個
人
認
証

法
第

35
条
の

2
第
1
項
の
移
動
端
末
設
備
用
利
用
者
証
明
用
電
子
証
明
書
が
記
録
さ

れ
た
も
の
に
限
る
。

)を
使
用
し
て
交
付
の
申
請
を
行
う
場
合
の
別
表
第

2
の
規
定

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
表
(9
)の

項
、
(1
0)
の
項
及
び
(2
9)
の
項
中
「
20
0円

」
と

あ
る
の
は
「
10
円
」
と
す
る
。
 

4 
令
和
5
年
4月

1日
か
ら
令
和

7
年
3月

3
1日

ま
で
の
間
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
(行

政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法

律
(
平
成

2
5
年
法
律
第

2
7
号

)
第

2
条
第

7
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
カ
ー
ド
を
い

う
。
)の

交
付
を
受
け
て
い
る
者
が
、
多
機
能
端
末
機
(市

の
電
子
計
算
機
と
電
気
通

信
回
線
で
接
続
さ
れ
た
端
末
機
で
、
自
動
的
に
証
明
書
等
を
発
行
す
る
機
能
を
有

す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
)に

当
該
者
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
(電

子
署
名

等
に
係
る
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
の
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律

(
平

成
14
年
法
律
第
1
53
号
。
以
下
「
公
的
個
人
認
証
法
」
と
い
う
。
)第

2
2条

第
1項

に

規
定
す
る
個
人
番
号
カ
ー
ド
用
利
用
者
証
明
用
電
子
証
明
書
が
記
録
さ
れ
た
も
の

に
限
る
。
)又

は
移
動
端
末
設
備

(電
気
通
信
事
業
法
(昭

和
59
年
法
律
第

86
号
)第

1

2
条
の
2
第

4項
第

2
号
ロ
に
規
定
す
る
移
動
端
末
設
備
で
あ
っ
て
、
公
的
個
人
認
証

法
第

35
条
の

2
第
1
項
の
移
動
端
末
設
備
用
利
用
者
証
明
用
電
子
証
明
書
が
記
録
さ

れ
た
も
の
に
限
る
。

)
を
使
用
し
て
交
付
の
申
請
を
行
う
場
合
の
別
表
第

2
の
規
定

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
表

(7
)の

項
、
(8
)の

項
及
び
(
27
)の

項
中
「
20
0円

」
と

あ
る
の
は
「
10
円
」
と
す
る
。
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